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１  はじめに  

 全国的な少子化の傾向と同様に、生駒市でも少子化が進行しています。今後

２０年間で児童生徒数は約２５％超の減少が見込まれており、既に小規模校と

して運営を行っている学校もある中、ますます小規模化が進行することが懸念

されています。  

 今後は、このような児童生徒数の減少に対応しつつ、第２次生駒市教育大綱

の基本方針のひとつである「２１世紀を生き抜くしなやかでたくましい人づく

り」を進めていくには、変化が激しく多様化が進む社会の中でも、様々な情報

や出来事を受け止めながら課題を見つけ、自ら率先して主体的に判断・行動し、

他者と協働しながら課題を解決していくための力の育成を図る必要がありま

す。児童生徒数の減少が見込まれる中、子どもたちが「学び合い、高まり合え

る」環境を保障するためにも、国が推進している小中一貫教育や教育環境の維

持・充実を図っていくことが重要になります。  

 生駒市では、これらの状況を鑑みて平成３０年４月に生駒市学校教育のあり

方検討委員会を設置し、令和２年２月に答申を受けました。  

  当該答申では、生駒南中学校区の学校規模適正化の方向性として、通学区域

の見直しや小中一貫教育の推進も視野に入れた学校規模適正化の検討につい

て言及されました。また、「学校再編（統合）」が学校規模適正化の有効な手法

の一つとして示されたことから、生駒南小学校及び生駒南第二小学校において

は、保護者・地域住民・学校・行政から構成される地域協議会が設置され、そ

れぞれからの意見書が生駒市教育委員会に提出されました。  

  提出された意見書をもとに、生駒市教育委員会及び生駒市総合教育会議で審

議・協議を重ねた上で「生駒市立小・中学校の再編等に係る方向性（令和３年

１１月）」を決定し、生駒南小学校、生駒南中学校の改修のあり方と、生駒南

中学校の規模の適正化及び校区の見直しを速やかに検討していくこととなり
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ました。  

 その後、令和４年度に関係者で構成される新たな協議体として「生駒南小・

中学校の今後を考える会議」が開催され、当該会議や保護者向け説明会、住民

向け説明会での意見を踏まえた上で、令和５年１月２３日に市長が招集する総

合教育会議を経て、令和５年生駒市教育委員会第１回定例会において「生駒市

立生駒南小・中学校の今後の方向性について」が議決されました。  

 これらの議論の経緯を踏まえ、生駒南小学校及び生駒南中学校の教育環境を

維持・充実し、未来に向けた新しい学校を整備するための方向性を示すものと

してこの基本構想を策定しました。  

 

２  学校づくりの方向性について  

  生駒南小学校及び生駒南中学校の整備に当たっては、令和５年生駒市教育委

員会第１回定例会において議決された「生駒市立生駒南小・中学校の今後の方

向性について」で定められた教育・施設・校区の次の３点に沿って整備を行っ

ていきます。  

  (1) 教育の方向性  

   ①  第２次生駒市教育大綱に掲げる基本方針２「２１世紀を生き抜くしな

やかでたくましい人づくり」を基に、子どもにとって将来必要とされる

資質・能力とは何か、学校と地域がどのような連携を進めていくのかな

ど、第３次生駒市教育大綱の策定も見据えて、目指す教育・未来の学校

づくりについて学校、保護者、地域がビジョンを共有しながら進めてい

く。  

   ②  生駒市が推進する小中一貫教育のメリットを最大限に生かし、子ども

たちにとって最適な教育機会を提供できるよう生駒南小学校、生駒南中

学校の教育の方向性に関する検討委員会を設置し、広く様々な意見を取
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り入れながら検討していく。  

   ③  小学校から中学校への９年間を見通した６－３制をベースとする小中

一貫教育を進める。  

  (2) 施設の方向性  

   ①  現在の生駒南小学校、生駒南中学校の敷地内において、子どもの主体

的な学びの実現をはじめ、子どもの成長・発達にとって最適な教育環境

を提供し、生駒市教育大綱の理念を具現化するために、本市が進めてい

る小中一貫教育を一層推進できる施設一体型 ※の学校施設を検討する。  

   ②  施設の建替に当たっては、学校教育と社会教育が融合した、多様性の

ある学びが実現できる環境を確保できる施設となるよう検討する。  

   ③  地域の方々や市民が学校施設を有効に活用し、活気のあるまちづくり

に寄与する施設を整備していく。  

  (3) 校区の方向性  

    小瀬町、壱分西等隣接する地域の子どもたちが、生駒南中学校に通学す

ることができるよう早期に調整区域を設定する。  

 

 

 

３  生駒南小学校・生駒南中学校の歴史  

 (1) 生駒南小学校の歴史  

   明治  ７  年  ５月   有里竹林寺に開明舎として創立  

   明治２２年  ４月   南生駒村立南生駒村尋常小学校に改称  

   大正１０年  ２月   現在地に移転改築  

   昭和２２年  ３月   南生駒村立南生駒小学校に改称  

   昭和３０年  ３月   生駒町立生駒南小学校に改称  

※施設一体型とは…  

小・中学校が同一校舎又は同一敷地内に設置されている形態のこと  



4 

 

   昭和４６年１１月   生駒市立生駒南小学校に改称  

   昭和４９年１１月   創立１００周年記念式典挙行  

   昭和６２年  ４月   体育館落成、運動場拡張工事  

   昭和６２年  ６月   プール完成  

   平成２６年１１月   創立１４０周年記念式典  

 (2) 生駒南中学校  

   昭和２２年  ４月   南生駒村立南生駒中学校として開校（南生駒小学校

に併設）  

   昭和２８年  ４月   萩原３５０番地に校舎竣工  

   昭和３０年  ３月   生駒町立生駒南中学校に改称  

   昭和４６年１１月   生駒市立生駒南中学校に改称  

   昭和４８年  １月   新体育館竣工  

   昭和５５年  ３月   東館竣工  

   昭和６０年  ８月   プール竣工  

   平成２０年  ９月   耐震補強工事  

   平成２８年１１月   創立７０周年記念式典  

 

４  生駒南小学校・生駒南中学校の現状と整備の目的  

 (1) 各校の児童生徒数・学級数の現状  

   令和５年５月１日現在で生駒南小学校の児童数は３７５人、学級数は１８

学級（うち特別支援学級は６学級）です。生駒南中学校の生徒数は１４３人、

学級数は８学級（うち特別支援学級は２学級）です。  

   今後の児童生徒数は、生駒南小学校は減少傾向ですが、生駒南中学校は増

加傾向を見込んでいます。令和９年度の児童生徒数は生駒南小学校で３２６

人、学級数は１８学級（うち特別特別支援学級は６学級）で、生駒南中学校
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は１７８人、学級数は８学級（うち特別特別支援学級は２学級）を見込んで

います。  

 ▶現状の児童生徒数と学級数（令和５年５月１日現在）  

  

小学校 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計

2 2 2 2 2 2 6 18

生駒南小学校 (3) (4) (4) (7) (4) (4)

56 53 49 57 68 66 26 375

中学校 １年 ２年 ３年 特支 合計

2 2 2 2 8 上段：クラス数（実学級数)

生駒南中学校 (3) (3) (5) 中段（　　）数：特別支援学級在籍児童・生徒数（外数）

44 40 48 11 143 下段：児童・生徒数  

 

 ▶今後の児童生徒数と学級数の見込み（令和５年５月１日現在）  
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 (2) 各校の施設の現状  

   生駒南小学校は、最も古い校舎で築５０年を超え、最も新しい校舎でも３

５年を超えています。また、生駒南中学校は、最も古い校舎で築５０年を超

え、部室やプール管理棟を除き、主に生徒が日常生活を送る校舎では、最も

新しいものでも４０年を超えています。各校とも老朽化が進行しており、校

舎等の更新が必要な時期を迎えています。  
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▶現状の施設の建築年及び配置図  

 (1) 生駒南小学校  

棟番号  枝番  階数  建築年月  

①  １  ３  昭和４２年１２月  

①  ２  ２  昭和６２年  ６月  

②  １  ３  昭和４２年  ３月  

②  ２  ３  昭和５０年  ２月  

⑨   ３  昭和５３年１１月  

⑬   １  昭和５７年  ８月  

⑭   １  昭和６０年  ９月  

⑮   ３  昭和５３年１１月  

⑯   ２  昭和６２年  ３月  

⑰   ３  昭和６２年  ３月  

⑱   ２  昭和６２月  ６月  

⑳   １  昭和６２年  ６月  
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(2) 生駒南中学校  

棟番号  枝番  階数  建築年月  

①  １  ４  昭和４６年  ３月  

①  ２  １  昭和６３年  ９月  

②   ２  昭和４６年  ３月  

⑤   ２  昭和４７年１２月  

⑩   １  昭和５４年  ８月  

⑪   ４  昭和５５年  ３月  

⑫   ３  昭和５５年  ３月  

⑯   １  昭和６０年  ７月  

⑰   １  平成  ３  年  ５月  

⑱   １  平成１３年  ３月  

⑲   １  昭和６０月  ７月  
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(3) 学校規模の適正化について  

   本市の望ましい学校規模（学級数）は、「生駒市立小・中学校のあり方に関

する基本的な考え方（令和２年１０月）」に次のように示されています。  

 小規模  望ましい規模  大規模  

小学校  11 学級以下  12 学級～ 24 学級（各学年 2～ 4 学級） 25 学級以上  

中学校  8 学級以下  
9 学級～ 18 学級（各学年 3～ 6 学級）  

（ 19～ 21 学級も許容範囲とする）  
22 学級以上  

   この基準を生駒南小学校及び生駒南中学校に当てはめると、生駒南小学校

は通常学級が今後も全学年で２学級以上と見込まれるため、望ましい規模に

なります。一方、生駒南中学校は通常学級が最も多い年度でも６学級と見込

まれることから、小規模の学校に当てはまります。  

   小規模校では、一人ひとりの状況に合わせたきめ細かな指導を行いやすい

ことや一人ひとり活躍する機会を創出しやすいこと、施設や備品を余裕を持

って使用できることといったメリットがある一方、クラス替えが行いにくく

新たな人間関係を構築する力の育成がしづらいこと、合唱・合奏などの集団

学習に制約がでること、部活動の種類が限られてしまうことや教職員一人ひ

とりの校務や行事の負担が重くなることといったデメリットも生じます。  

   このことから、通学区域を柔軟にできるよう調整区域を設定するとともに、

より魅力的な施設一体型の小中一貫教育を進めることによって、望ましい規

模を確保し、子どもたちにとってより良い教育環境を整備していきます。  

 

５  地域と考えるこれからの学校  

 令和４年度に「生駒市立生駒南小・中学校の今後の方向性について」が決定さ

れたことを受けて、令和５年度は「これからの学びを実現する生駒南小・中学校

の施設整備を考える会議」を開催しました。  
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 (1) 第１回会議  

会議の座長を務める横山俊祐大阪市立大学名誉教授から、建築の側面から

見た小中一貫校の特徴について説明があり、小中一貫校が始まったきっかけ

やそれによる効果の解説がありました。その後に参加者が小中一貫校につい

てそれぞれ感じていることをディスカッションしました。  

 

▶まとめ  

 

 

 

 

 

 

 

小学校と中学校が一貫校になることで、単独ではできないことができ

るようになることはたくさんある。一方で、一貫校を作ったことで全

ての課題が解決するわけではなく、一貫校はあくまでも手段であるこ

とを念頭に置き、どう生かすかを考えていくことが重要になる。  
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(2) 第２回会議  

「学びや施設に関する学校の未来について」ワークショップを実施しまし

た。参加者は「思い出を共有編」と「未来の学びを共有編」の２つのテーマ

のディスカッションを進める中で、これからの未来を担う子どもたちが多感

な時期を過ごす学校施設のあり方を考える機会となりました。  

 

①「思い出を共有編」での気付き  

   友人と過ごした何気ない日々や、新築当初の新しい校舎やプレハブ校舎で  

学んだこと、修学旅行や運動会、文化祭や駅伝といった様々な行事。卒業か

ら何年経っていても、学校で過ごした思い出は個々の心の中に残っています。

学校は子どもたちにとってただ勉強をし、生活をする場だけではなく、人生

において根となる部分を養うための土台となるものです。新しく学校を作る

に当たっては、子どもたちが卒業してからも生駒南小学校・生駒南中学校で

過ごした日々を糧として人生を歩むことができるように、記憶に残る経験が

できる環境を整備していくことを目指します。  
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②「未来の学びを共有編」での気付き  

   今の学校には、昔にはなかったものがあふれています。子どもたちは１人

１台自分のパソコンを持ち、学校に来ることができなくても自宅で授業に参

加することができます。トイレも洋式化され、これまではなかった多目的ト

イレも設置されています。子どもたちは色とりどりのランドセルを背負って

学校に通い、これまでのような全員が同じではなく、多様性を認め合うこと

が当たり前の時代となりました。  

   目まぐるしく変化する環境の中、学校の在り方も時代とともに変化します

が、建物としての学校は時代が変化してもそこに存在し続けるものです。そ

のため、時代の変化にも柔軟に対応し、その時々の教育環境に合わせた使い

方が可能な空間を備えた学校施設を整備する必要があります。  

   また、学校は子どもたちと地域の方々との交流の場としての役割も果たし

ます。子どもたちが、幅広い世代の方々と付き合うことにより、コミュニケ
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ーション能力を養うことは、社会に出るための重要なスキルです。さらに、

施設一体型の学校では小学１年生から中学３年生まで幅広い年齢層が一緒

に生活することによって、互いを思いやる気持ちを育む環境が自然と生まれ

ます。  

   これから整備をする学校は、こうした「心」を育み、あらゆることに当事

者意識を持って取り組める環境を生み出すような空間も求められています。 
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(3) 新しい学校づくりの視点  

会議での議論やワークショップの意見を踏まえ、地域で考えた新しい学校を

作るための視点を次のとおり定めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  生駒南小学校・生駒南中学校整備事業の具体的内容  

 (1) 設置方針  

 「生駒市立生駒南小・中学校の今後の方向性について」の施設の方向性で

示されたところにより、生駒南小学校及び生駒南中学校の小中一貫教育を一

層推進するために施設一体型の学校施設の整備を進めていきます。  

これからの学びを実現する生駒南小・中学校の施設整備を考える会議のワ

ークショップから出された視点を踏まえた上で、建て替えに当たっては、学

校教育と社会教育が融合した多様性のある学びが実現できる環境を確保で

きる施設となるようにするほか、地域住民や市民が学校施設を有効活用する

ことで、南生駒地区一帯の活気あるまちづくりに寄与できる施設を整備して

いくこととします。  

 

・いつまでも心に残り続けるかけがえのない経験ができる学校  

・多様性・個性を尊重し、相手を思いやることができる心を育む学校  

・地域や他学年と交流しやすく、子どもたちが多様な人たちと交わり、

豊かな人間関係を築くことができる学校  

・子どもたちが自ら学びたいと感じ、主体的に物事に取り組むことが

できる学校  

・時代の変化にも柔軟に対応できる、これまでの学校にはない新しい

視点を取り入れた学校  
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▶小中一貫校の特徴  

 

 

  

 

 

 

 

 

校舎に関しては、施設一体型として新たに建設を行い、現校舎は解体しま

す。屋内運動場も新たに建築することとし、現屋内運動場は解体します。な

お、屋内運動場は校舎内に設置する可能性も排除しません。プールに関して

は、近年の全国的な情勢を見極めつつ、設置を行う場合は新築することとし、

現プールは解体する方向で検討を行います。  

  

 (2) 学校の設置場所  

   学校の設置場所については、現在の生駒南小学校及び生駒南中学校の敷地

を利用することとします。  

   生駒南小学校及び生駒南中学校はグラウンドを挟んで隣接しており、現在

の立地場所に新たな学校を建設することにより通学距離の変更が伴わない

ことから、児童生徒にとっても好ましい立地となっています。  

 

 

 

 

多様性：ヒト（児童・生徒・教師・地域・集団・学校社会）、モノ（空間・物

的環境）、コト（学習・生活・特別活動）が混ざり合う。  

関係 性 ：多 様 な ヒト ・ モノ ・ コト が 混 ざり 合 うこ と で、 相 互 理解 に よる 新た

な意識や取り組みが生まれる。  

時間 性 ：子 ど も の発 達 段階 が 意識 化 さ れる こ とで 、 学齢 に 応 じた 適 切な 環境

や学びを連続的に徐々に移行し、発展する取組ができる。  

体系性：義務教育９年間を通した長期的な学びを体系化できる。  
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 ▶学校敷地の概要  

 
建物敷地  運動場  借地  

生駒南小学校  7,654 ㎡  5,849 ㎡  1,102 ㎡  

生駒南中学校  6,046 ㎡  8,239 ㎡  －  

  

(3) 通学区域  

   通学区域は、現在は次の表のとおりとなっています。小中一貫校の整備に

向けては、小瀬町や壱分西等の隣接する地域の子どもたちが通学することが

できるように、早期に調整区域を設定することとします。  

▶現在の通学区域  

学校名  通学区域  

生駒南小学校  
萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、

有里町、小瀬町、青山台  

生駒南中学校  
萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、

有里町、小平尾町、青山台  

 ▶現在の調整区域  

学校名  調整区域  調整区域の本来の通学校  

生駒南小学校  小平尾町の一部  生駒南第二小学校  

生駒南中学校  小瀬町の一部  大瀬中学校  
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▶検討中の調整区域拡大案  

 

　通　学　区　域　図　（案）

南山手台

翠光台

萩の台

乙田町東山町

小平尾町

青山台

有里町

大門町

西畑町
藤尾町 萩原町

小倉寺町鬼取町

さつき台1丁目

さつき台2丁目

萩の台１丁目

萩の台２丁目

萩の台３丁目

萩の台４丁目

萩の台５丁目

壱分町

小瀬町

生駒南中学校区域

大瀬中学校区域

現在の調整区域

調整区域拡大（案）

 

 

 (4) 整備スケジュール  

   学校施設の整備にあたり、敷地の境界確定や測量、開発申請、設計を経て

工事の着手の流れとなります。特に敷地の整理については、古くからある擁

壁を今回の整備の際に更新する対応や隣接する民地との境界確定など一定

の時間を要することが見込まれます。このような状況の中でも、早期の開校

に向け鋭意準備を進めていきます。  

▶全体スケジュール  

令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和８年度  

境 界 確 定 ・ 測 量  
   

基 本 構 想  
   

 

 

 

基 本 計 画 ・ 基 本 設 計 ・ 実 施 設 計 ・ 工 事  

 


